
令和５年11月 27日障発 1127第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「「精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第三十三条第三項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について」の一部改正について」の一部

改正 

 

（改正箇所は下線部） 

改正後 改正前 

障 発 1 1 2 7 第 ４ 号 

令和５年 11 月 27 日 

 

都道府県知事 

各        殿 

  指定都市市長 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第

二項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同

意について」の一部改正について 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 104 号）

において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和 25 年法律第 123 号）が一部改正されたことに伴い、「精

障 発 1 1 2 7 第 ４ 号 

令和５年 11 月 27 日 

 

都道府県知事 

各        殿 

  指定都市市長 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第

三項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同

意について」の一部改正について 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 104 号）

において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和 25 年法律第 123 号）が一部改正されたことに伴い、「精



神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第二項

に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意に

ついて」（昭和 63 年６月 22 日健医発第 743 号厚生省保健医

療局長通知）を別添新旧対照表のとおり一部改正し、令和

６年４月１日から適用することとしたので、関係者、関係

団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、適切に対応

方御配慮いただきたい。 

 

神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第三項

に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意に

ついて」（昭和 63 年６月 22 日健医発第 743 号厚生省保健医

療局長通知）を別添新旧対照表のとおり一部改正し、令和

６年４月１日から適用することとしたので、関係者、関係

団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、適切に対応

方御配慮いただきたい。 

 

 


